
◎18年度は実績 ◎19年度は実績 ◇20年度は計画

具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・未調整事項の総
件数１３６件
年度内の調整件

数７１件で未調整事
項の残件数６５件

・未調整事項の７７
事業中の３２事業が
調整済み、７事業が
調整方針決定

・残り３８事業の未調
整事項の継続調整

計画

・事務事業の総点 ・全８１８事務事業

（平成２０年９月末現在）
※実績欄の掲載について、１８年度・１９年度は取組実績、２０年度は取組計画となっており,年度の数
値目標を達成できている取組については、水色表記となっております。

取 組 概 要

・事務事業の重点化や質的充実を図り、経費については徹底した節減と効率化に取り組み、新たな行政課題や市民ニーズに対応するた
め、各種事務事業の再編・整理、統廃合を行う。

１ 合併に伴う未調整
事項の見直し

主要事項 取 組 項 目

（１）簡素で効率的な市役所の実現

渋川市集中改革プランの取り組み状況表

実 施

実 施

実績

・事務事業の総点
検に向けた検討

・全８１８事務事業
の総点検を実施（行
政評価手法の導
入）

計画

実績

・全事務事業の総
点検に併せて検討
・公共料金の口座
自動振替移行に向
けた、支出伝票台
帳作成と納付書集
約

・基本事務事業評価
の実施
・公共料金の口座自
動振替の導入
(H20.8～）により、伝
票起票事務の軽減
と割引による経費削
減（６８０千円/年）

３ 事務事業の再編・
整理、統廃合

２ 事務事業の総点検

関係各課

・事務事業の行政評価を継続するととも
に、総点検については、総合計画の前期
計画の終了年度である、平成２４年度に実
施

(ｱ) 事務事業の効率
的・効果的な見直しと
再編・整理、統廃合

ア 事務事業の抜本的
な見直し

検 討 実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

数値目標

審議会等における
公募枠の割合
12.3％（１１４人中１４
人 H18.6）

審議会等における
公募枠の割合
20.0％

実績

・審議会等における
公募割合１３．０％
（１１５人中１５人

H19.3）

・委員会等の公募
枠の設定を拡大し
て推進
①中心市街地活

性化推進協議会
②環境市民会議
③文化行政懇談

会

・委員会等の公募枠
の設定を拡大して推
進

計画

関係各課４ 市民公募枠の拡大

(ｲ) 附属機関等の委
員構成の見直し

主要事項 取 組 項 目
取 組 概 要

ア 事務事業の抜本的
な見直し

・審議会など附属機関の委員構成については、市民公募枠の拡大や女性委員の登用を進めるなど見直しを行う。

実 施

実 施計画

数値目標
審議会等における
女性委員の登用割
合 18.5％(H18.4）

審議会等における
女性委員の登用割
合 25.0％

実績

・審議会等における
女性委員の登用割
合 14.7％(H19.3)

・審議会等における
女性委員の登用割
合 17.0％(H20.3)
（進捗率 68.0％）

・各所属に呼びか
け、審議会等におけ
る女性委員の登用
割合の拡大

計画

実績

・組織機構の関係
所属ヒアリングの実
施

・組織機構の全所
属のヒアリングの実
施

同 左

５ 審議会委員等への
女性委員の登用

関係各課
(ｲ) 附属機関等の委

員構成の見直し

(ｱ) 簡素で迅速に対
応できる組織体制の確
立

イ 組織機構の見直し 企画課
関係各課

６ 組織の点検（毎年
点検を実施→必要に
応じ見直し）

・事務事業で意思決定の迅速化や責任の明確化を図り、市民ニーズに即応できる、柔軟な組織編成を実施する。

実 施

実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・合併後の組織機
構の見直し
・H19年度に向けた
組織機構の検討

・組織の再編・整理
①子どもの未来準

備室を設置
②地域包括支援

センターをグループ
から室に昇格
②特別収納推進

室を設置
③行政課文書法

規グループを法政
グループと文書管
理グループの２グ
ループ制に変更
・H20年度に向けた
組織機構の検討

・前年度の検討結果
に基づく、組織の再
編・整理（H.20.4.1）
（５課の減、２Ｇの増
による１７部、５２課、
３室、１０６グループ
体制）
①契約検査課の

設置
②秘書課・広報情

報課の設置
③こども課の新設
④ＮＰＯ・ボラン

ティアＧの設置
⑤地域包括支援

センターを課に昇格
⑥まちづくり課の

主要事項 取 組 項 目
取 組 概 要

イ 組織機構の見直し

(ｱ) 簡素で迅速に対
応できる組織体制の確
立

７ 組織の再編・整理
企画課

関係各課

実 施

⑥まちづくり課の
設置
⑦総合病院事務

の１課体制化
⑧３部に副部長を

配置
⑨国保年金Ｇを保

険年金課に昇格
・平成２１年度に向
けた組織機構の検
討

計画

実績
・上記６に併せて実
施

・上記６に併せて実
施

同 左

・各地区における行政需要、地理的条件を踏まえながら、本庁を含めた総合支所の組織のあり方を検討する。
・合併前の職員で組織されている総合支所と、本庁との職員の配置調整を積極的に行い、新市としての一体感の醸成を図る。

イ 組織機構の見直し

(ｲ) 本庁・総合支所機
能の見直し ８ 組織の点検 ６

に合わせ実施
企画課

関係各課

実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・H19年度に向けた
組織機構の検討

・組織の再編・整理
①総合支所の、市

民課と健康福祉課
を統合し、市民福祉
課を設置
②工事関連業務

の本庁集約化
③上下水道関連

施設の本庁一元管
理
④本庁・支所の連

携強化のため副部
長制を導入
・H20年度に向けた
組織の再編・整理

・本庁、支所機能の
見直し
①国土調査業務

の本庁集約化
②総合支所生涯

学習課の廃課によ
る、地区公民館の充
実
③総合支所特殊

事情課（まちづくり対
策室・温泉事業開発
課・花と食のむらづ
くり対策室）の関係
所属への移管

取 組 項 目

(ｲ) 本庁・総合支所機
能の見直し

取 組 概 要

イ 組織機構の見直し

主要事項

９ 組織の再編・整
理 ７に合わせ実施

企画課
関係各課

実 施

計画

実績
・定員管理適正化
計画の策定

計画

数値目標
職員数の削減

▲２８人
職員数の削減

▲１２人
職員数の削減

▲６人
(H21)職員数の削減

▲７人

(H22)職員数の削減
▲10人

11 定員の適正化の推
進

職員課
関係各課

・定員モデルや類似団体を参考に、職種による採用調整や職員の年齢構成等も考慮しながら、新規採用者を定年退職者の一部程度に抑
制することを基本に、勧奨退職制度の見直しや制度の職員への周知徹底を図ることなどにより、定員の適正化を推進するとともに、「定員
管理適正化計画」を策定する。

10 「定員管理適正化
計画」の策定

職員課
関係各課

実績

・職員数の削減
▲１４人

(退職者数３０人（H18
年度中)－採用予定者
数１６人（H19.4.1))

・職員数の削減
▲２人

(退職者数２７人（H19年
度中)－採用予定者数２
５人（H20.4.1))

・職員数の削減
▲２８人

（※職員削減数につい
ては、前年度退職者数
と当該年度採用予定者
数との差引数（総合病
院を除く））

(ｱ) 「定員管理適正化
計画」の策定

ウ 定員管理の適正化

策 定

実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・職員配置における
本庁と支所との人
事交流の検討

・職員配置におけ
る、本庁と支所との
人事交流の推進 同 左

主要事項

ウ 定員管理の適正化

取 組 項 目
取 組 概 要

12 計画的な職員配
置と見直し

職員課
企画課

(ｲ) 計画的な職員配
置

・合併時に措置した職員配置及び分掌事務に係る実態を把握し、総合支所のあり方を含めた組織機構の見直しに合わせて、計画的な職
員配置と人事ローテーションを実施する。

・「人材育成基本計画」を策定し、研修等により職員の意識改革と業務執行能力の育成を図る。
（ア）目的意識をもった職員の育成

行政改革の目的意識を持って、業務に取り組む職員の育成
（イ）職員の職務遂行能力の育成

政策形成能力・法務能力の開発等の様々な研修を実施して、社会情勢の変化や市民ニーズに対応できる職員の育成
（ウ）マネジメント機能の発揮

民間企業の経営感覚を持ち、事務事業の見直しや改善に取り組み、職員提案を活性化するなどにより、効率的な業務を進めるととも
に、スピード・コスト・成果を重視する経営感覚意識の育成

実 施

計画

実績
・人材育成基本計
画の策定準備

・人材育成基本計
画素案の策定

・人材育成基本計画
の策定

計画

数値目標
職員研修の参加者
数

６２５人（延人員）

職員研修の参加者
数

７３０人（延人員）

職員研修の参加者
数

８３０人（延人員）

職員研修の参加者
数

９３０人（延人員）

実績

・職員研修の参加
者数 延７３９人
（研修会１１７回開催）

・職員研修の参加
者数 延１，１８４人
（研修会１４１回開催）

・研修計画に基づく
研修会の実施と対
象範囲の拡大（受講
者数８００人程度を
予定）

計画

実績

・総合計画における
職員ワークショップ
の設置
・観光政策に係る職
員プロジェクトの設
置

・職員提案制度の
再構築

・所管課を職員課か
ら企画課へ移管し、
提案事業の実現化
に向けた、新たな提
案制度の導入

エ 職員の業務執行能
力の向上

(ｱ) 目的意識を持った
職員の育成
(ｲ) 職員の職務執行
能力の育成
(ｳ) マネジメント機能
の発揮

13 「人材育成基本
計画」の策定・人材
育成

14 職員研修

15 職員からの提案
実施

職員課

（職員課）
平成20年度企
画課へ事務移

管

策 定 人 材 育 成

実 施

実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・行政情報化推進
計画（案）の検討

・行政情報化推進
計画の策定（H19.6
行政情報化推進本
部）

計画

実績

・ネットワーク網再
整備の検討
・既存回線の高度
化（１４回線）

・既存回線の高度化

計画

主要事項 取 組 項 目

情報管理課
関係各課

16 行政情報化推進計
画の策定

・行政情報化推進計画を策定するとともに、情報通信技術（ＩＣＴ）の見直しを行い、情報通信技術を有効活用した業務改革と、職員能力向
上を図り、民間ノウハウを活用した「電子市役所」の実現
・関係各課で作成している地図情報を共有データ化して整備し、庁内各課の地図利用を可能とする統合型地理情報システム（ＧＩＳ）を整
備する。

情報管理課
関係各課

取 組 概 要

オ 情報化の推進
(ｱ) 行政情報化の推
進による「電子市役所」

17 既存情報システム
全体の再構築

策 定

検 討 整 備

実 施計画

実績

・新規採用職員研
修を１回開催４人が
参加
・情報化指導員研
修を１回開催６１人
が参加

・新規採用職員研
修を１回開催１３人
が参加
・情報化指導員研
修を１回開催５６人
が参加
・職員研修を１回開
催２９人が参加

・新規採用職員研修
１回
・情報化指導員研修
１回
・情報セキュリティ研
修１回
・ソフトウエア研修１
回を開催し延べ参
加人員１５０人を予
定

計画

実績

・庁内検討組織の
設置
・システムのデモや
研修の実施

・ＧＩＳに係る予算ヒ
アリングの実施

・ＧＩＳに係る予算ヒ
アリングの実施
・ＧＩＳ関連事業の調
整

19 統合型地理情報シ
ステム（ＧＩＳ）整備

情報管理課
関係各課

18 情報通信技術の職
員研修の実施

オ 情報化の推進 進による「電子市役所」
の実現

実 施

検 討 整 備



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・県と共催のイン
ターネット教室を４
回開催５６人が受講
・中央公民館学級
講座（パソコン教
室）を１１回開催１１
１人が受講

・県と共催のイン
ターネット教室を４
回開催７５人が受講
・中央公民館学級
講座（パソコン教
室）を１０回開催１７
３人が受講

・中央公民館学級講
座 ９回 延べ２００
人を予定

計画

実績

・公共施設への既
設情報公開端末９
箇所１２台の管理運
営

同 左

・公衆情報端末 １０
箇所 １３台（地区公
民館１箇所の新規
設置を予定）

取 組 概 要

21 地域情報交流基盤
（インターネット公開端
末）整備

・情報・知識の共有による地域情報の交流促進を推進するため、公共施設へのインターネット公開端末の整備充実を図る。

オ 情報化の推進

(ｲ) 地域情報化の促
進

(ｲ) 地域情報化の促
進 情報管理課

情報管理課

主要事項

20 インターネット利用
講習会の開催

取 組 項 目

実 施

実 施

営 設置を予定）



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・民間委託に向けた
事務事業の検討

計画

実績

・伊香保地区のタウ
ンバスと水沢シャト
ルバス及び北橘自
家用有償バス運行
事業の民間委託化
に向けた検討
・公立保育所と民間

・直営バス４路線を８
月から民間委託化
・前年度に引き続
き、公立保育所と民
間保育所の統合に
向け、検討委員会に
おける協議

(ｱ) 事務事業の民間
委託化

主要事項 取 組 項 目
取 組 概 要

・市民サービスを効果的かつ効率的に提供するため、行政と民間の役割分担を見直し、積極的に民間委託を進める。市の適正な管理監
督のもとに、行政責任を明確にし、個人情報の保護や守秘義務の確保、市民サービスの維持向上等に十分留意する。

関係各課

２ 民間業務委託等の
推進

１ 事務事業の総点検
と合わせた民間委託化
の検討

（２）市民・民間事業者との役割分担と協働によるまちづくりの実現

検 討

実 施

実績
・公立保育所と民間
保育所の統合に向
け、「保育所適正検
討委員会」を設置
し、検討を開始

おける協議

計画

実績

・先進自治体の情
報を調査・研究する
ため研修会等へ参
加

同 左

計画

実績

ア 事務事業の民間委
託等の推進

(ｲ) 市場化テストの調
査・研究

３ 先進自治体の調
査・研究

４ 民間事業者の意見
聴取

関係各課

推進

・公共サービスを民間にも解放する、市場化テストの導入に向けての調査・研究の実施

検 討

実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・公共施設の実態
調査を実施
指定管理者導入

施設 １９施設
直営施設 ５８施

設

・指定管理者制度
導入に向けた条例
整備（小野上地区
観光施設等４施設）

計画

・指定管理者制度
へ２施設が移行
（ユートピア赤城・赤
城の湯ふれあいの

・北橘温泉ばんどう
の湯の指定管理者
制度への移行
（H19.4.1）

・小野上温泉セン
ターの指定管理者
制度への移行（公
募）

関係各課

取 組 項 目

(ｱ) 既存施設の管理・
運営の見直しと指定管
理者制度への移行

取 組 概 要

５ 制度導入に向けた
施設実態調査

・公の施設の管理・運営にあたっては、現在１９施設で指定管理者による管理を行っているところだが、今後、直営で管理している施設を含
め、すべての公の施設について、実態調査を行い、今後の管理のあり方、行政としての関与の必要性について検証を行い、指定管理者
制度への移行を積極的に推進する。

主要事項

イ 指定管理者制度へ
の移行

検 討

実 施

実績

城の湯ふれあいの
家）

（H19.4.1）
・市内７つの日帰り
温泉施設の利用時
間、料金の統一検
討
・直営の３日帰り温
泉施設の指定管理
移行検討
・渋川地区内８公園
を、指定管理対象
施設として追加する
ための協議

募）
・直営の２日帰り温
泉施設の指定管理
移行検討
・各地区の公園につ
いても、指定管理者
制度導入の検討

関係各課
６ 指定管理者制度へ
の移行



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・H20年度更新施設
（特養施設「清流の
郷」）の公募による
指定管理者の指定

・H20.4.1特養施設
「清流の郷」の運営
を、公募により選定
した指定管理者に
移行
・１０月に新装オー
プンする、小野上温
泉センターの公募に
よる指定管理者の選
定
・公園施設の指定管
理者制度へ移行に
伴う、公募制度の調
査・研究

７ 公募対象施設の検
討・制度活用

・指定管理者を選定する際には、市民の利用上の公平性､コスト削減、人的・物的能力の視点から検討を行う必要があり、制度の趣旨等を
考慮し、能力ある事業者等の幅広い参入の機会を確保するため、また、民間の持つノウハウを最大限に生かし、合併時に制度を導入した
施設の次期更新年度の、平成２３年度には、可能な限り公募制度の活用を図る。

関係各課

取 組 概 要
主要事項 取 組 項 目

イ 指定管理者制度へ
の移行

(ｲ) 指定管理者公募
制度の活用

検 討 ・ 活 用

査・研究

計画

実績

・行政情報の公開
件数２５件

・行政情報の公開
件数１７件

・情報公開の推進

計画

実績

・文書保存マニュア
ルの検討

・文書保存マニュア
ルの作成
・第二庁舎１Fの書
庫整備

ウ 情報開示の強化と
市民参画の推進

・市民と行政が協働し、市民が主役のまちづくりを推進していくために、各種行政情報の開示を制度化し、公正で透明性の高い行政運営
を推進する。
・情報保管のための統一した文書の整理を行うとともに、マニュアルを作成し速やかで適正な情報公開ができる体制整備を図る。

情報管理課
行政課

関係各課

８ 行政情報の公開
(ｱ) 積極的な情報開
示による市民との情報
共有化

９ 文書保存マニュア
ルの作成と体制整備

実 施

作 成 整 備



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・パブリックコメント
の一部導入
行政改革大綱

（案）
・各所属へ制度の
活用周知

・パブリックコメント
の導入（総合計画・
健康増進計画・耐
震改修促進計画）
・制度の活用周知と
要項等の策定検討

・市民意見公募（パ
ブリックコメント）要綱
等の制定
・市民意見公募（パ
ブリックコメント）の導
入（高齢者福祉計
画・環境基本計画・
男女共同参画計画）

計画

・市民が参画しやすい環境をつくるため、市民に情報を積極的に提供し、行政の透明性を向上させるとともに、広聴活動の充実や市民意
見募集（パブリックコメント）の制度化を図りながら、行政運営の説明責任を明らかにすることにより、市民が行政活動を評価できる仕組み作
りを推進する。

(ｲ) 市民参画のため
の環境づくり

10 パブリックコメント
の制度化を研究・実施

関係各課

・行政情報の積極的な提供や、ＮＰＯやボランティア団体をはじめとした市民の参加・参画機会を拡大し、相互に理解し合い、市民と行政
の信頼関係をこれまで以上に高め、協働体制の確立を目指す。

取 組 項 目
取 組 概 要

主要事項

実 施

実 施計画

数値目標
市内に拠点を置くＮ
ＰＯ団体数 ２４団
体

市内に拠点を置くＮ
ＰＯ団体数 ２８団
体

実績

・ＮＰＯ団体数
２３団体

（国の認証団体４団体
の内１団体が事務所を
市外に移転＋県認証の
２０団体）

・ＮＰＯ団体数
２５団体

（数値目標進捗率

89.2％）

・ＮＰＯ、ボランティ
ア団体との連携強
化

・ボランティアセン
ターの設置に向けた
準備（庁内検討委員
会の設置）

計画

実績

・総合計画の策定
ため、まちづくり市
民会議を設置

・各種計画策定や
各種事業に市民の
参画機会の拡大
①中心市街地活

性化推進協議会
②環境市民会議
③文化行政懇談

会

・各種計画策定や各
種事業に市民の参
画機会の拡大

関係各課
12 市民の参加・参画
機会の拡大

ウ 情報開示の強化と
市民参画の推進

関係各課
11 ＮＰＯ・ボランティア
団体との連携

(ｳ) 市民との協働の推
進

実 施

実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・行政評価の導入
に向けた調査・研究

・行政評価（事務事
業の総点検）を導入
評価対象事業 ８

１８事業（事業の縮
小・廃止により2,561
千円の事業費削
減）

・総合計画の進行管
理と連動した行政評
価の実施

計画

・先進自治体の情

(ｱ) 行政評価手法等
の導入による成果重視
の行財政運営

主要事項

・施策や事業について、実施後の評価を次の立案に活かす（ＰＤＣＡサイクル）行政評価手法の導入を検討する。
・大型公共事業については、「事前評価」の導入を検討し、予算の適正配分を行う。

（３）次世代への負担を軽減する財政運営の実現

ア 行政評価制度の構
築

取 組 項 目
取 組 概 要

２ 大型公共事業の事

１ 行政評価手法の導
入

企画課
関係各課

実 施

研 究 ・ 検 討 試 行

実績

・先進自治体の情
報を調査・研究する
ための研修会等へ
の参加

同 左

計画

実績

・給与構造改革に
伴い平均４．８％の
削減

・初任給を中心に若
年層に限定した給
与月額を改正

・勧告が出された場
合、国及び田の地
方公共団体の状況
を見ながら検討

計画

実績

・標準モデル賃金表
を作成し旧市町村
間の格差の是正開
始

・Ｈ１８に定めた昇
給昇格基準による
給与是正 同 左

３ 人事院勧告に基づ
く給与体系の見直し

４ 昇給・昇格基準決
定、モデル賃金作成、
格差是正

イ 給与の適正化 (ｱ) 職員給与の見直し

２ 大型公共事業の事
前評価の導入

職員課

・合併による旧市町村間の給与格差の是正を図るとともに、今後の職員の給与の適正化については、国の給与制度に準拠して、適正な給
与水準を維持しながら総人件費削減に努める。

実 施

検 討 実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

数値目標
職員人件費の削減
（百万円）

▲２０３

職員人件費の削減
（百万円）

▲８６

職員人件費の削減
（百万円）

▲４３

職員人件費の削減
（百万円）

▲４３
期間中の合計

▲３８２

実績

・職員人件費の削
減 ▲２４０百万円
（決算統計H17→H18

比較）
・参考：市長給与7.8％
削減、期末手当市長
30％、副市長20％の削
減により、総額で約４０
０万円の削減

・職員人件費の削
減 ▲１５百万円
（決算統計H18→H19

比較）

・人件費削減の推進

主要事項

５ 人件費削減

取 組 概 要

(ｱ) 職員給与の見直し

取 組 項 目

職員課

イ 給与の適正化

実 施

計画

実績

・寒冷地手当の廃
止(H19.4.1) １９２万
円の削減

計画

実績

・参考：合併を契機
に１１件の手当を廃
止

・国・県の支給対象
等を参考に適正化
を図る 同 左

・諸手当のうち、特に寒冷地手当については廃止する。
・特殊勤務手当については、合併時の調整において、大幅な見直しがされているところであるが、今後も国、県等の支給対象等を参考に
適正化を図る。
・総合病院においては、夜間看護等従事手当等の見直しを行い、県内公立病院間の給与の均衡を図る。

職員課

６ 寒冷地手当の廃止

７ 特殊勤務手当の適
正化

(ｲ) 諸手当の見直し

イ 給与の適正化

実 施

検 討 ・ 実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

数値目標

実績

・時間外勤務手当
決算額（１億７千６
百万円）

・時間外勤務手当
２．１％の縮減
（総合計画策定事業

等通常の年度に発生し
ない特殊要因としての、
合併後の計画策定業務
を除くと、年間７６，４３９
時間で対前年比▲１，６
５４時間）

・時間外勤務実績を
４半期毎に所属長
に配布し、所属内の

・ノー残業デーを実
施して、更なる時間
外勤務の縮減

８ 時間外勤務手当の
縮減

取 組 概 要

平成１８年度（決算額）の１５．７％の時間外勤務手当の縮減を目標

・時間外勤務手当については、事務改善、組織・機構の見直し、職員の意識改革などのほか、グループ制の適正な運用、課内の応援体
制の柔軟化、代休・週休日振替の徹底、個々の職員が計画的な事務の執行に努め、先進自治体で実施しているフレックスタイム制の導入
等も検討し、超過勤務の縮減を図る。

職員課

取 組 項 目

イ 給与の適正化
(ｳ) 時間外勤務手当
の縮減

主要事項

実 施

に配布し、所属内の
時間外勤務の把握
による縮減

計画

実績

・地方公務員法上導
入が可能である、企
業職員及び単純労
務職員のフレックス
制の導入を検討

９ フレックスタイム制
の導入

検 討



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

数値目標
地方債残高の削減
（年度末：百万円）

３１，７５１

地方債残高の削減
（年度末：百万円）

３１，１１３

地方債残高の削減
（年度末：百万円）

３０，６２１

地方債残高の削減
（年度末：百万円）

３０，２４１

実績

・年度末地方債残
高
３１，７７６百万円
（数値目標を１００万

円削減、前年度比▲７
億５，８００万円（決算統
計H17→H18比較））

・財政指標を広報
紙、ホームページで
公表

・年度末地方債残
高
３０，６１０百万円
（数値目標を５億円削

減、前年度比▲１１億
６，５００万円（決算統計
H18→H19比較））

・財政指標を広報
紙、ホームページで
公表

・財政指標を広報
紙・ホームページで
公表

10 財政指標の公表

・将来にわたって健全な財政を維持するために、財政構造の弾力性を示す経常収支比率や健全性を示す実質公債費比率などの各種財
政指標について、適正水準を確保します。
・財政指標については、広報紙やホームページ等を通じて市民にわかりやすく公表する。

財政課

主要事項 取 組 項 目
取 組 概 要

(ｱ) 各種財政指標の
適正化

ウ 財政指標等の管理

実 施

公表 公表

計画

実績

・有料（バナー）広
告のホームページ
掲載
４８０，０００円（５

枠）の収入増

・有料（バナー）広告
のホームページ掲
載枠の拡大
７６８，０００円（８

枠）の収入を予定

11 新たな収入の確保
（税率改正）

・基礎的財政収支の黒字を維持するために、自主財源の確保に向けて、市税収入の重要性がますます高まっており、安定した財源の確
保を図るため、徴収率の向上や都市計画税の課税区域及び税率の見直しを検討する。
・歳出経費においては、補助金の見直し、事務事業の整理統合による経常経費の削減、公共事業の重点化等により、中長期的な展望に
立った財政運営に努める。

財政課
税務課
納税課
水道課

ウ 財政指標等の管理

(ｲ) 基礎的財政収支
の適正化

検 討



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・合併時に納税課を
設置し、徴収率の
向上
【徴収率 ９０．６

５％(H17：89.60％に
対して１．０５ポイン
トの伸び）】

・徴収体制を強化す
るため、納税課内に
特別収納推進室を
設置(H19.4.1)
【徴収率 ９１．

５％(H17：89.60％に
対して1.9ポイントの
伸び）】
・公的資金繰上償
還による地方債残
高の縮減

・徴収体制の強化
・公的資金繰上償還
による地方債残高の
縮減

計画

取 組 概 要

財政課
税務課
納税課

12 徴収率の向上・歳
出経費の削減

・国の「地方改革新指針」に基づき、企業会計手法を活用した事務書類の基準について、財務書類の体系化を図り、規模に応じた財務書
類を策定し、中長期的な公会計の整備・推進を行う。

(ｲ) 基礎的財政収支
の適正化

ウ 財政指標等の管理

取 組 項 目主要事項

実 施

実 施計画

実績

・バランスシート及
び行政コスト計算書
を作成し、広報紙・
HPを通じて公表
・財政健全化法に
基づく、財政判断４
指標の作成・公表
に向けた準備

・新地方公会計制度
に対応した職員研
修の実施
・財産台帳の整備を
行い、普通会計
ベースで財務諸表４
表を作成

計画

実績
・地方公会計の整
備推進に向けた検
討

同 左

計画

実績

・総合支所庁舎の
空きスペースの現
況調査

・公共施設の空きス
ペース状況調査を
実施し、利活用を検
討

・前年度調査を基
に、空きスペース利
用希望調査と活用
に向けた検討

地域政策課
関係各課

14 収支資金計算書・
純資産変動計算書の
体系化による公会計の
整備推進

13 バランスシート・行
政コスト計算書の作成

財政課

・合併後の施設利用状況の実態を踏まえ、既存施設の有効利用を図るための改善を行い、類似・重複する施設の統廃合を含めた検討。

15 公共施設の現況調
査

(ｳ) 地方公会計の整
備・推進

エ 施設の有効活用と
維持管理

(ｱ) 施設の有効利用・
統廃合

実 施

検 討

調 査



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

16 公共施設の有効活
用・統廃合

地域政策課
関係各課

計画

実績

・旧赤城三原田幼
稚園を文化財及び
地域文化伝承施設
として活用

・子持総合支所庁
舎にシルバー人材
センターを設置
(4/1)
・赤城総合支所庁
舎に教育研究所を
設置(4/1)
・北橘総合支所庁
舎に社会福祉協議
会北橘支所を設置
(4/1)
・公共施設の適正
利用（支所職員駐
車場有料化の検
討）

・公共施設の有効活
用・統廃合
・公共施設の適正利
用（H20.6～総合支
所職員駐車場の有
料化）

取 組 概 要
主要事項 取 組 項 目

(ｱ) 施設の有効利用・
統廃合

実 施

計画

実績
・未利用市有財産
の現況把握

計画

数値目標
遊休土地の売却件
数 ６件

実績

・遊休土地を２件（１
４６㎡）売却
（約７５０万円の収入

確保）

・遊休土地を２件（１
７９㎡）売却
（約１，１００万円の収

入確保）

・未利用地の内、売
却可能な土地の競
売実施

計画

実績

・マイクロバスの使
用実態調査の実施

・マイクロバスの貸
出基準の統一を図
り、予約を本庁に一
元化

・マイクロバスの使用
方法について精査

・維持管理体制についても、事務事業の効率的・効果的な抜本的見直し中で検討を行い、経費削減を図ります。とりわけ庁用マイクロバス
については、集中管理を行い、効率的な運用により、維持管理経費の削減を図る。

(ｳ) 維持管理体制の
見直しによるランニン
グコストの削減

17 未利用地の現況把
握

・市が保有する財産で、今後利用される見込みのない土地については、競売などで積極的な処分を行い、収入の確保に努める。

19 庁用マイクロバス
の本庁一元化管理

財政課
関係各課

財政課

18 売却可能な土地の
競売

財政課
関係各課

(ｲ) 遊休市有財産の
売却・貸付と有効活用
の推進

エ 施設の有効活用と
維持管理

検 討

実 施

検 討 実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・「公共工事コスト縮
減対策に関する新
行動指針」を基本と
した事務の執行

・左記指針に基づ
き、コスト縮減の推
進 同 左

計画

実績
・条件付き一般競争
入札の導入

・条件付き一般競争
入札の拡充 同 左

計画

・国及び県における「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」を基本とし、公共工事品質確保法を踏まえて、公共工事コスト縮減を
積極的に推進する。
・公共工事の入札や契約についても、入札制度の見直しにより、入札の適正化を図るとともに、電子媒体の活用による入札・契約事務の効
率化を図る。

エ 施設の有効活用と維
持管理

(ｴ) 公共工事のコスト
縮減

財政課
関係各課

財政課
関係各課

21 条件付き一般競争
入札

20 公共事業コストの
縮減

取 組 概 要
主要事項 取 組 項 目

検 討 ・ 実 施

実 施

実 施計画

実績

・電子入札制度の
導入に向けた業者
説明会の実施

・電子媒体の活用
による入札制度の
導入に向けた検討

・電子入札の実施
（７月～）

計画

実績

・町内会館等建設
補助制度の取扱い
協議
・プレミア商品券の
補助金交付要綱の
改正
・遠距離通学費補
助金の地区間の公
平な調整

・町内会館等建設補
助制度の対象範囲
拡大研究
・プレミア商品券の
全市的な事業化に
向けた検討
・平成２１年度遠距
離通学費補助金の
統一に向けた、説明
会の開催と要綱整
備
・社会教育団体に対
する補助金の縮減・
廃止に向けた検討

(ｱ) 補助金・法令外負
担金の精査

オ 補助金等の見直し

・補助金の意義や目的、効果、対象経費の再検討を行い、終期の設定を行うなど事業補助金・団体補助金を問わず見直しを実施し、積極
的に整理・合理化を図る。

地域政策課
財政課

関係各課
23 補助金等の見直し

22 電子入札

実 施

検 討 ・ 実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・合併に伴う構成市
町村の変更による
負担金調整

・必要に応じて関係
機関と調整協議 同 左

数値目標

計画

・不動産公売を１１
件実施、内１件を約

・不動産公売の実
施（１０件実施、内１

・不動産公売の実施
・インターネット公売

(ｲ) 一部事務組合負
担金の精査

オ 補助金等の見直し

主要事項 取 組 項 目

財政課
関係各課

24 事業実施について
の関係町村との調整・
協議

・計画的な事業の効果的・効率的実施に対する働きかけの実施。

取 組 概 要

・徴収職員の増員及び特別滞納推進室の設置等により体制を充実し、現年度課税分については、納入期限を経過して滞納となった時点
での早期対応を行う。
・滞納処分については、滞納原因の把握と財産調査の徹底等を行い積極的な滞納処分を進める。
・時効の管理、催告業務の省力化、各種データの管理を容易にするため、電算システムの積極的な活用を図る。
・納税者の利便性を図るため、口座振替の推進、コンビニエンスストア収納を進め、電子納税についても導入を進める。

25 不動産公売の定期
的な実施とインター 納税課

税金の全国平均徴収率を目標に取り組む

調 整 ・ 協 議

実 施

実績

件実施、内１件を約
１１３万円で売却

施（１０件実施、内１
件を約１７５万円で
売却）
・インターネット公売
の実施（２１件を約
４５万円で売却）

・インターネット公売
の実施

計画

実績

・軽自動車税のコン
ビニエンスストア収
納の実施（実績：
6,365件で33,322千
円 全体納付額の
19.4％）

・市県民税、固定資
産税、国民健康保
険税、介護保険料、
後期高齢者医療保
険料に導入

徴収率

・徴収率 90.65％
(H17:89.60％に対して

1.05ポイントの伸び）

・徴収率 91.50％
(H17：89.60％に対し

て1.9ポイントの伸び）

計画

実績

・研修会の参加と先
進自治体の導入状
況と情報収集

同 左

(ｱ) 組織体制等強化
による徴収率の向上

27 電子納税の導入検
討

数値目標の推移

納税課

的な実施とインター
ネット公売の実施

納税課

26 コンビニエンス
ストア収納の実施

納税課

カ 市税等の収納対策
強化

実 施

検 討



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・対象サービスの検
討

・収納確保対策委
員会を設置し、行政
サービスの制限を
検討

・対象サービス範囲
の拡大に向けた検
討（規則、要綱の整
備）

計画

実績

・対象サービス範囲
の拡大に向けた検
討（規則、要綱の整
備）

(ｲ) 滞納者に対する行
政サービス制限の検
討

取 組 概 要

28 新たな行政サービ
ス制限の検討

納税課
関係各課

29 新たな行政サービ
ス制限

・受益者負担の原則にたち、旧６市町村における使用料等の統一化を図り、続いて適正な受益者負担に向けて、サービスを利用する者と
利用しない者との負担の公平性を確保するため、使用料等を定期的（３～５年）に見直す。
・新たな収入を確保するため、市公式ホームページ等にバナー広告使用料を新設する。

・市税等の納入に対する市民の公平性と信頼性を確保し、納税に対する意識を高めるため、市税等の滞納者に対する行政サービスの一
部を制限するとともに、制限の拡大について検討を進める。

カ 市税等の収納対策
強化

主要事項 取 組 項 目

検 討

実 施

計画

実績
・使用料・手数料の
見直し検討 同 左

計画

実績

・通学バス運行と利
用料金見直し
・公民館使用料及
び閉・開館時間の
統一に向けた協議

・平成２１年度通学
バス利用者補助金
の統一に向けた、説
明会の開催と条例・
規則整備

計画

実績

・社会体育施設の
減免基準の統一に
向けた、条例、規
則、内規検討
・公民館使用料の
減免基準の統一に
向けた協議

・平成２１年度社会
体育施設使用料の
減免基準の統一に
向けた調整
・平成２１年度公民
館使用料の減免基
準の統一に向けた
調整

(ｱ) 使用料・手数料の
見直し
(ｲ) 行政サービスの受
益と負担の原則

キ 適正な受益者負担
地域政策課

財政課
関係各課

30 使用料等実態調査

31 使用料等調整、条
例化

32 減免制度の統一

・新たな収入を確保するため、市公式ホームページ等にバナー広告使用料を新設する。

実 施

実 施

検 討 実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・経営改善委員会
等による内部管理
経費の見直し

同 左

計画

実績

・経営改善委員会
等による業務委託
の推進

同 左

計画
37 外部監査等の検討

・具体的な経営改革への取り組みを自ら策定するよう働きかけるとともに、設立意義や民間等との役割分担について検討を加え、経営体制
の確立に向けて取り組む。

関係各課

36 業務委託化の推進

取 組 概 要

・監査体制を強化するとともに、第三セクター等の経営の透明性を確保するため、財務諸表等を広報紙やホームページ等を通じ市民へ公
開する。

(ｱ) 効率的で健全な経
営体制の確立

ク 第三セクター等の
改革

35 内部管理経費の見
直し

主要事項 取 組 項 目

検 討

検 討

検 討

実績
・第三者による監査
体制の検討 同 左

計画

実績

・広報紙、ホーム
ページを通じた財務
諸表等の公表

同 左

計画

実績

・上下水道使用料
のコンビニエンスス
トア収納の導入
（５，０６９件）
・水道検針票への
バナー広告掲載（１
２６，０００円の収入
確保）

観光課
水道課

下水道課
渋川総合病院

関係各課

37 外部監査等の検討

38 財務諸表等の公表

39 事務事業の総点検

・限られた財源と人材の中で、公営事業会計の経営の安定化、健全化を図り、独立採算が達成できるよう、各種事務事業の再編・整理、統
廃合を行う。

(ｱ) 事務事業の再編・
整理、廃止・統合

ケ 公営事業会計の経
営改革の推進

(ｲ) 情報公開体制の
推進

実 施

実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・一般会計に準じた
事務事業の総点検
に併せた検討
・「病院あり方検討
委員会」を設置し、
対応策を検討

・「渋川総合病院改
革プラン」を策定
・下水道事業（農業
集落排水事業）にお
ける、公的資金補償
金免除繰上償還の
実施及び公営企業
経営健全化計画の
策定

計画

実績

・日帰り温泉施設
「北橘温泉ばんどう
の湯」の、指定管理
者制度への移行に

観光課
水道課

下水道課
渋川総合病院

・効率的かつ効果的な事務の執行のため、特別会計の整理・合理化を進める。

観光課
水道課

下水道課

40 事務事業の再編・
整理、統廃合

ケ 公営事業会計の経

41 特別会計の整理・
合理化

主要事項 取 組 項 目
取 組 概 要

(ｲ) 特別会計の廃止・
統合

(ｱ) 事務事業の再編・
整理、廃止・統合

検 討 実 施

検 討 ・ 実 施

実績 者制度への移行に
よる特別会計の廃
止

計画

実績

・一般会計に準じた
事務事業の総点検
に併せて実施
・小野上、赤城地区
の簡易水道事業の
公営企業法適用に
向けた研究・検討

・日帰り温泉施設
「小野上温泉セン
ター」の、指定管理
者制度への移行
・「渋川総合病院改
革プラン」を策定す
る中で、業務の民間
委託化の検討
・伊香保地区の浄水
施設の直営から業
務委託化へ検討

・経営改革を推進する上で、最適な事務事業の担い手による効率的で質の高いサービスの提供を図るため、業務実態の見直しを行い、業
務の一部委託化を積極的に進める。

下水道課

観光課
水道課

下水道課
渋川総合病院

ケ 公営事業会計の経
営改革の推進

(ｳ) 民間委託等の推
進 42 事務事業の総点検

と合わせた民間委託化
の検討

実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績

・水道事業における
水道検針業務を全
ての地区で民間委
託

・日帰り温泉施設
「北橘温泉ばんどう
の湯」の、指定管理
者制度への移行
・赤城地区の残留
塩素測定を他地区
と同様に民間委託
化
・子持地区の浄水
場及び各施設の点
検業務を直営から
業者委託に変更

・民間業務委託等の
推進

・経営の健全化を念頭に置き、組織機構を見直し、スリム化を図るとともに、組織の活性化や職員の資質・能力向上等を強化し、「定員管理
適正化計画」に基づき、定員の適正化に取り組む。
・職員給与の適正化については、サービスの充実に留意しながら、給与水準や諸手当の見直しを行い、給与の適正化を推進する。

取 組 概 要
主要事項 取 組 項 目

(ｳ) 民間委託等の推
進

43 民間業務委託等の
推進

観光課
水道課

下水道課
渋川総合病院

検 討 実 施

数値目標

計画

実績
・一般会計に準じて
実施

計画

実績
・一般会計に準じて
実施

・一般会計に準じて
実施

同 左

計画

実績
・一般会計に準じて
実施

・一般会計に準じて
実施

同 左

職員の定員管理・人件費の削減については、（１）の１１及び（３）の５により実施

44 「定員管理適正化
計画」の策定

・職員給与の適正化については、サービスの充実に留意しながら、給与水準や諸手当の見直しを行い、給与の適正化を推進する。ケ 公営事業会計の経
営改革の推進

(ｴ) 定員管理・給与の
適正化

職員課
（観光課）
（水道課）
（下水道課）

（渋川総合病院）

職員課
（観光課）
（水道課）
（下水道課）

（渋川総合病院）

46 人事院勧告に基づ
く給与体系の見直し

45 定員の適正化の推
進

実 施

実 施

実 施



具体的な取組内容 所管課 項目 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

計画

実績
・一般会計に準じて
実施

・一般会計に準じて
実施

同 左

計画

実績
・一般会計に準じて
実施

・一般会計に準じて
実施

同 左

主要事項 取 組 項 目
取 組 概 要

職員課
（観光課）
（水道課）
（下水道課）

（渋川総合病院）

47 昇給・昇格基準決
定、モデル賃金作成、
格差是正

(ｴ) 定員管理・給与の
適正化

ケ 公営事業会計の経
営改革の推進

48 人件費削減

検 討 実 施

実 施


